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現　行 改正案

一般社団法人日本透析医学会定款

第 4章　役員，評議員及び職員

（役員）
第 12 条　この法人に，次の役員を置く．
　　　1）理事 15 名以上 22 名以内
　　　2）監事 2名以上 4名以内
　　 2．現行どおり
　　 3．現行どおり
　　 4．現行どおり

附則　　省略
附則　　省略
附則　（令和元年 6月 27 日一部改正）
　　本定款の一部改正は，同日から施行する．
附則　（令和　年　月　日一部改正）
　　本定款の一部改正は，同日から施行する．

一般社団法人日本透析医学会定款

第 4章　役員，評議員及び職員

（役員）
第 12 条　この法人に，次の役員を置く．
　　　1）理事 15 名以上 20 名以内
　　　2）監事 2名以上 4名以内
　　 2．条文省略
　　 3．条文省略
　　 4．条文省略

附則　　省略
附則　　省略
附則　　（令和元年 6月 27 日一部改正）
　　本定款の一部改正は，同日から施行する．

日本透析医学会定款の一部改正（案）


